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富山県告示第261号 

   指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことの同意について 

 漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第 112条の２第２項の規定による次の 

届出を審査した結果、同法第 112条第１項の規定による同意があったものと認めた 

ので、同法第 112条の２第３項の規定により公示する。 

  令和７年６月６日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

発起人の氏名及び住所 加入区 届出年月日 
 
佐藤 宗雄 
 
 下新川郡入善町横山1686番地 
 
立塚 達男 
 
 下新川郡入善町芦崎 541番地 
 

 
入善加入区 
 
下新川郡入善町 
 
一円の区域 
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大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出について 

毎週月.水.金曜日発行 
令和７年６月６日 

金 曜 日 
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 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１ 

項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第３項において準 

用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦 

覧に供する。 

  令和７年６月６日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 店舗の名称及び所在地 

 ジョーシン富山本店 富山市田中町４丁目14番83号 

２ 店舗を設置する者 上新電機株式会社 

３ 変更事項 

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては 

  代表者の氏名 

  （変更前）代表取締役 中嶋克彦 大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号 

  （変更後）代表取締役 金谷隆平 大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号 

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人 

  にあっては代表者の氏名 

  （変更前）代表取締役 中嶋克彦 大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号 

  （変更後）代表取締役 金谷隆平 大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号 

４ 変更の日 令和元年６月25日 

５ 変更の理由 大規模小売店舗設置者及び小売業者の代表者が交代したため 

６ 届出の日 令和７年５月27日 

７ 縦覧場所 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課 

８ 縦覧期間 令和７年６月６日から令和７年10月６日まで 

９ その他 

  当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

 有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

 縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課に提出する 

 ことができる。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名） 
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 ⑵ ⑴の事項の公表の可否 

 ⑶ 当該店舗の名称及び所在地 

 ⑷ 意見及びその理由 
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監査の結果の公表について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第１項、第２項及び第４項の規定に 

基づき、令和７年４月に富山県監査委員監査基準に準拠し実施した監査の結果を、 

同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和７年６月６日 

                     富山県監査委員 奥 野 詠 子  

                     富山県監査委員 井 上   学 

                     富山県監査委員 田 中 篤 人  

                     富山県監査委員 髙 橋 正 樹  

 

１ 監査対象箇所                     監 査 年 月 日 

厚 生 部 砺 波 学 園     令和７年４月16日 

  同 心 の 健 康 セ ン タ ー 令和７年４月10日 

教育委員会 八 尾 高 等 学 校 令和７年４月24日 

  同 高 岡 工 芸 高 等 学 校 令和７年４月24日 

  同 高 岡 商 業 高 等 学 校 令和７年４月24日 

  同 高 岡 支 援 学 校 令和７年４月21日 

公安委員会 入 善 警 察 署 令和７年４月25日 

  同 黒 部 警 察 署 令和７年４月21日 

 同 氷 見 警 察 署 令和７年４月16日 

 同 小 矢 部 警 察 署 令和７年４月30日 
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２ 監査対象年度 

  令和５年度及び令和６年度 

 

３ 監査結果 

  財務に関連する事務事業の執行等が適正かつ効率的に行われているか等につい 

 て、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法により 

 監査したところ、大方の監査対象箇所において、おおむね適正に行われていると 

 認められたが、一部において次のとおり留意改善すべき事項があったので、今後、 

 一層適正な執行に努められたい。 

 

 <<注意事項>> 

  ア 収入科目を誤っているものがあった。 

  イ 特殊勤務手当の支給に誤りがあった。 

  ウ 交通事故による損害が生じた。 

  エ 備品使用簿、物品出納計算書及び物品現在高調書の金額に誤りがあった。 

  オ 車両の損傷による損害賠償があった。 
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